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北海道開発局の地域防災支援 防災ナビ
■北海道内では、過去より地震、津波、豪雨、火山噴火等による自然災害が発生しており、北海道開発局ではこれら
の経験及び全国的な災害の教訓を踏まえ、災害に強い社会基盤づくりと防災体制の整備を進めています。

■頻発する自然災害から国民の生命と暮らしを守るため、今後とも各自治体との連携強化に努め、地域防災力強化
に向けた総合的な支援・協力を進めてまいります。

支援メニュー

２．災害発生時の対応や支援

2-2 災害対策用機械による支援

2-1 緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）派遣

2-4 大規模土砂災害発生時の緊急調査

2-６ 特定緊急水防活動

2-3 広域防災フロートの派遣

１．防災体制の強化

３-４ 自治体と連携した防災訓練の実施

1-1 防災情報の提供

３-2 ハザードマップ整備の支援

1-２ 大規模氾濫減災対策協議会

３-６ 地域防災力向上のための支援

1-４ 道央圏･太平洋側港湾の防災連携

1-３ 道路防災連絡協議会

３-３ 水害リスクマップ及び多段階の浸水想定区域図

注）本メニューは防災支援に関する施策の一部を掲載し
ています。

3-７ 防災・安全交付金

３．災害に強い地域づくり

3-８ 津波防災地域づくり法

3-1 根幹的な社会資本整備（直轄事業）
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参考：防災ポータル（国土交通省HP）
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/olympic/index.html

参考：防災対策・技術・機械・電気通信（北海道開発局HP）
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/category/u23dsn00000001j3.html

2-5 北海道道路啓開計画

３-５ 北海道開発局総合防災訓練

2-７ 雪害・暴風雪を踏まえた取組



1-1防災情報の提供 【概要】

■北海道開発局の河川・道路管理用光ファイバと防災関係機関が保有する光ファイバを相互接続した広域防災情報
ネットワーク「防災情報共有WAN」を構築しています。

■自治体を含めた防災関係機関が災害現場のリアルタイム情報を共有することにより、各機関の的確な状況把握と
迅速な意志決定を支援します。

地震計

CCTV気象観測装置

河川観測装置

河川パトロール 道路パトロール

2・北海道開発局

・北海道

・気象台

・北海道運輸局 ・陸上自衛隊

・１３７市町村
・ドクターヘリ基地病院

・ＪＲ北海道

・ＮＥＸＣＯ東日本

接続する防災関係機関
における各種防災情報の共有
・河川・道路テレメータ
・気象レーダー、気象情報、台風情報
・地震・火山観測データ
・河川・道路・港湾・火山等のＣＣＴＶ映像
・防災ヘリ映像

・道路情報表示板の情報

・国道・道道の通行規制状況 ・海上保安庁

・北海道警察

広域防災情報ネットワーク



1-1防災情報の提供 【防災情報共有WAN】

■防災情報共有WANでは、地図画面の上で河川・道路監視カメラのリアルタイム映像や各種気象情報、交通規制の
状況等、防災関係機関が保有する最新の情報を一元的に把握することが可能です。

3【 国道規制情報】【 防災ヘリ動画像 】

【ＣＣＴＶ動画像】（道路）

（開発局） 【 気象情報 】

【ＣＣＴＶ動画像 】（河川）

区 分

河川情報

ダム情報

火山情報

・津波警報
津波情報

共 有 情 報 内 容

道路情報

気象情報

地震情報

防災情報

・道路テレメーター情報【国道・道道】

・通行規制区間情報【国道・道道・高速道】

・道路情報表示板【国道】

・河川テレメーター情報【雨量・水位】

・ダム諸量

・警報・注意報【現況・履歴】

・台風情報

・レーダー雨量情報

・竜巻注意情報

・地震情報

・震度情報

・防災資機材情報

・津波情報

・火山防災センサ情報

・災害対策本部設置状況（振興局）

・避難勧告指示発令状況

・避難所情報



1-２大規模氾濫減災対策協議会など

堤防上にて堤防高、堤防断面等、重要水防の評価種別を確認。自治体から
過去の浸水被害の情報提供を頂き、出水時の連携について確認しています

＜重要水防箇所の合同巡視実施状況＞

＜重要水防箇所の周知＞

各自治体へ調書や図面
を配布。また、ホーム
ページにも公開し、一般
市民へ周知
（例、石狩川水系漁川）

■大規模な氾濫の発生に備え、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進するた
めに、国、北海道、市町村等からなる減災対策協議会を設置し「水防災意識社会」の再構築に取り組んでいます。

取組概要

①重要水防箇所の周知
・一級河川について、洪水等に際して水防上特に注意を要
する箇所（重要水防箇所）を水防管理団体へ周知

②合同の河川巡視
・重要水防箇所等、水防管理団体が洪水時等に迅速、かつ、
的確な水防活動を行うよう出水期前や洪水経過後におい
て水防管理者、水防団等と合同で河川の巡視を実施

③水防訓練
・水防管理団体等が実施する水防訓練に河川管理者も積極
的に参加し、必要に応じ水防工法等について指導、助言

④水防活動情報の共有
⑤水防資材の保管状況の共有
⑥指定水防管理団体の協議、水防計画
⑦その他

減災対策協議会設置状況

平成29年6月から、国、道、市町村や気象台などの関係
機関で構成する「減災対策協議会」を振興局など地域ご
とに設置し、全道25の地域で協議会を開催しています。

4



1-３道路防災連絡協議会

道路防災連絡協議会設立状況

取組概要

①地域防災協力体制の整備
・道路の異状を発見した場合に道路管理者に迅速に通報する体制の構築等。

②災害時等の情報伝達の充実
・防災関係機関相互の情報を共有化及び災害時情報伝達の充実。
・通報先を明示した標識や非常電話等の設置による情報通信手段の多様化。
・災害情報を速やかに通行車両へ伝達する道路情報板等の施設の設置を検討。

③地域の防災意識の高揚
・地域の全ての関係者を対象に、防災啓蒙ポスター・パンフレット・ビデオ等の資料
作成配布及び、道路防災ホームページによる道路防災情報提供。
・地域住民や道路利用者等が参加したシンポジウムの実施や防災訓練の充実等。

④地域版道路啓開計画の策定
・大規模地震、津波などの大規模災害に備え、迅速に道路啓開を実施する上で必
要な事項を定め、円滑な関係機関との連携体制の構築を図るための計画を策定。

⑤その他、道路防災の必要事項に関すること

「道路防災連絡協議会」は各開発建設部に設置され、現在、１２の協議会が設立されております。
＜構成機関(敬称略)＞
北海道開発局、北海道、市町村、警察、消防、自衛隊、気象台、商工会議所、観光協会、バス協会、ハイヤー協会、
トラック協会、NTT、北海道電力、JR北海道等

■地域住民と防災関係機関が一体となった「地域防災パートナーシップ」構築に向けて、関係者が情報を共有し共通の
認識に基づいて総合的な地域防災対策を実施していくため、道路防災連絡協議会を設立しています。

名称 開建 設立日 名称 開建 設立日 名称 開建 設立日
後志地方 河川・道路防災連絡協議会 小樽 H12.8.25 日高地方 道路防災連絡協議会 室蘭 H15.3.12 胆振地方 道路防災連絡協議会 室蘭 H16.6.1
渡島・檜山地方 道路防災連絡協議会 函館 H12.11.21 釧根地方 道路防災連絡協議会 釧路 H15.3.18 空知地方 道路防災連絡協議会 札幌 H16.10.19

網走地方 道路防災連絡協議会 網走 H14.11.19 留萌地方 道路防災連絡協議会 留萌 H15.4.30 石狩地方 道路防災連絡協議会 札幌 H16.11.29

十勝地方 道路防災連絡協議会 帯広 H15.3.6 上川地方 道路防災連絡協議会 旭川 H15.8.26 宗谷地方 道路防災連絡協議会 稚内 H18.9.155



●道央圏港湾ＢＣＰの内容

①船社や荷主等が代替港利用を判断するための情報収集伝達
（被災港及び非被災港の各種情報を連携本部（北海道開発局）に集約し、一元的に発信 等）
→代替輸送判断に資する情報提供として、発災時の「施設被害情報提供」を平成２４年９月
から北海道開発局HPにおいて開始。

②被災港の港湾管理機能や施設の早期復旧等に資する人的支援
（被災港の港湾管理者へ港湾機能確保に係る情報を
収集する｢港湾リエゾン｣の派遣や、非被災港から
被災港へ応援職員を派遣 等）
→平成２４年４月に道央圏５港湾に
「災害時における相互応援協定」が締結され、
人的支援などに関する実効性が担保。

1-４(1)道央圏港湾の防災連携

■北海道開発局では、大規模災害が発生した際においても、北海道の産業や経済に大きな役割を有する道央圏港
湾の機能が安定的に発揮されるため、日本海及び太平洋に立地する道央圏港湾の港湾管理者と連携し、港湾機
能を維持していくための措置に取り組んでいます。

■災害発生時において、道央圏港湾が総体として継続的な物流機能を確保・発揮することができるよう、平成２４年
４月に道央圏港湾ＢＣＰが策定されました。

道央圏港湾連携による災害時に
おける相互応援に関する協定

道央圏港湾の相互連携による災害発生時の
港湾物流機能確保イメージ

道央圏港湾及び関係機関の災害体制の強化を図っていく
ために、定期的な防災訓練などを実施するなど、ＰＤＣＡ
サイクルによるスパイラルアップに努めていきます。

図上防災訓練
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個別港湾BCP等

道央圏港湾BCP

被災後において、利用可能もしくは
早期復旧可能な港湾施設を活用して、
物流機能を確保

収
束
可
能
な
内
容
を
超
過

個別港湾では収束可能な内容を
超える場合、連携対応を行う

被災港

※緊急物資輸送は,個別港湾ＢＣＰ等で対応

非被災港情報収集
伝達

人的・機
材支援

開発局

支援機関

港湾物流

船舶受入

復旧機材

管理業務

輸送遅延

岸壁不足

機材不足

人員不足

道央圏港湾が総体として継続的な
物流を確保

道央圏港湾BCPと個別港湾対応事項の関係



●北海道太平洋側港湾ＢＣＰの内容

①太平洋側港湾の航路啓開の進め方
（広域的な航路啓開を実施するため各種情報を連携本部（北海道開発局）が集約し、優先啓開港
を決定する 等）

②応援職員の派遣や資機材の貸出
（被災港の港湾管理者へ港湾機能確保に係る情報を収集する｢港湾リエゾン｣の派遣や、非被災港
から被災港へ応援職員の派遣や資機材の貸出 等）

③港湾の利用が困難な場合における他港を利用した代替輸送
（被災港及び非被災港の各種情報を連携本部（北海道開発局）に集約し、一元的に発信 等）
→平成２８年１１月に太平洋側６港湾と開発局で
「災害時における相互応援協定」が締結され、
人的支援などに関する実効性が担保。

1-４(2)太平洋側港湾の防災連携

■北海道開発局では、大規模災害が発生した際においても港湾物流機能を確保するため、広域的な航路啓開の進め
方、応援職員の派遣や資機材の貸出、他港を利用した代替輸送に関し太平洋側港湾の港湾管理者と連携し、港湾
機能を維持していくための措置に取り組んでいます。

■災害発生時において、北海道太平洋側港湾が総体として継続的な物流機能を確保・発揮することができるよう、平
成２８年４月に北海道太平洋側港湾ＢＣＰが策定されました。

太平洋側港湾連
携による災害時
における相互応
援に関する協定

応援職員派遣及び資機材貸出の流れ

太平洋側港湾及び関係機関の災害体制の強化を図っていくため
に、定期的な防災訓練などを実施するなど、ＰＤＣＡサイクルによ
るスパイラルアップに努めていきます。

室蘭港
十勝港

根室港

苫小牧港 釧路港

函館港

大規模な津波の来襲

港湾管理者

０．初動対応 ○ ○ ○ ○ ○ ○

■地震・津波による発災

●発災時初動対応 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

■被災状況調査

●漂流物等の状況調査・共有 ○ ○ ◎ ○ ◎ ○

１．航路啓開 ○ ○ ○ ○ ○

■優先啓開港の調整・決定

●作業船の在場状況の調査・確認 ○ ◎

●作業船団の配置検討 ◎

■航路啓開作業準備（手続・協議）

●前進基地港の検討・調整・協議 ◎ ◎

●港湾区域内の工事等の協議（港湾法37条） ◎ ◎

２．応援職員の派遣と資機材の貸出 ○ ○ ○ ○ ○ ○

●港湾リエゾンの派遣 ◎ ◎ ○

３．他港を利用した代替輸送 ○ ○ ○ ○ ○ ○

●港湾利用者に向けた情報発信 ◎

上表中の◎は能動的な行動、○は受動的な行動を示す。

北海道

北海道開発局

第一管区
海上保安
本部

港湾空港
部

開建・事
務所
（被災港
所管）

災害協定
締結団体 被災港

発災
24時間

タイムラインスタート

72時間後
何を

いつ 誰が

タイムラインの作
成により、関係機
関毎の行動計画
を把握。
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港湾

管理者

港湾

管理者
港湾リエゾン

北海道開発局

港湾空港部

①港湾リエゾンの派遣

②応援職員や資機材の要請

③派遣可能人員・調達可能

資機材の調整

④応援職員派遣・
資機材貸出

被
災
港

派遣、貸出の流れ

要請、調整の流れ

民間事業者
資機材貸出の調整

非
被
災
港

大規模災害発生時の太平洋側港湾相互連携イメージ



2-1緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）派遣

①被災概況の把握

②被害状況の早期把握

③二次災害発生防止

④危険箇所監視

⑤進入・避難経路確保

⑥緊急輸送路確保

⑦地方公共団体等業務継続支援

⑧復旧早期化支援

⑨救命・救助支援

活動内容

①リエゾン

②先遣隊

③先遣調査班

④現地支援班

⑤情報通信班

⑥被災状況調査班(ヘリ調査）

被災状況調査班(現地調査）

⑦応急対策班

⑧広報撮影班

⑨各班配置のロジ担当

班編制

大規模な自然災害に際して被災状況の把握や被災地の早期復旧のための技術的支援など、被災地方自治体の
支援を迅速に実施します。

目 的

①隊員は専門技術者（河川、道路、港湾、建築、
電気、機械等）で構成

②任務別の班編制により緊急事態に速やかに的確
な対応を実施

③全国に配備しているヘリコプターや排水ポンプ
車等の災害対策用の機械により、迅速な被害状
況調査や応急対策が可能

概 要

市

長

村

リ
エ
ゾ
ン

各
開
発
建
設
部

又
は
各
事
務
所

北
海
道
開
発
局

(

事
業
振
興
部
防
災
課
等)

派遣要請
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2-1緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)【主な班の役割(1)】

9

伝
送

伝
送

被災地方公共団体の状況を迅速かつ正確
に把握し、必要な応援規模を把握し災害
対策本部に報告する

●役割

報告派遣

報告

①北海道において重大な災害が発生、
または発生のおそれがある場合

②地方公共団体等からの派遣要請を
受けた場合

●派遣時期

①災害状況や支援要望等の情報収集
②北海道開発局で収集した災害情報、

または被災情報等の提供・助言
③TEC-FORCEや災害対策機械等に関する

連絡調整

●役割

●道内自治体への派遣実績

被災現場と災害対策本部及び被災地方公
共団体との間の通信回線を確保し、被災
状況の映像配信等を行う

●役割

【被災地方公共団体】
Ku-SATⅡで受信

【現地】
衛星通信車で配信

【現地】
映像を撮影

伝
送

年　度 派遣機関数

平成26年度 延べ 584　人 85機関

平成27年度 延べ 204　人 42機関

平成28年度 延べ 445　人 55機関

平成29年度 延べ 132　人 34機関

平成30年度 延べ 874　人 44機関

令和元年度 延べ 72　人 18機関

令和2年度 延べ 45　人 8機関

令和3年度 延べ 30　人 8機関

令和4年度 延べ 202　人 14機関

令和5年度 延べ 39　人 7機関

延べ人数



2-1緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)【主な班の役割(2)・実績】

10

災害対策用ヘリコプターまたは踏査等により公共土木施設
または土砂災害等の被災状況を調査する

●役割
①救命救助活動を支援するための排水ポンプ車による緊急排水
②道路(航路)啓開による緊急通行路(航路)の確保
③被害拡大防止のための応急仮締切等の応急対策

●役割

岩手・宮城内陸地震 12
岩手沿岸北部地震 24

H22 東日本大震災 823
8月5日低気圧に伴う大雨 83
8月23日からの低気圧に伴う大雨 83
羅臼町海岸地すべり 4
関東・東北豪雨（宮城県） 54
台風２３号から変わった低気圧 19
熊本地震 572
７月２７日から８月４日からの低気圧 15
北海道での台風災害 1199

H29 ７月２２日からの梅雨前線豪雨（秋田・宮城県） 32

H20

H26

H27

H28

年度 災害名
延べ人数
(人・日)

７月２日からの大雨 56
西日本を中心とした豪雨（広島・香川・愛媛県） 873
北海道胆振東部地震 1557
北海道胆振地方の地震 37
令和元年8月8日から9日にかけての大雨 7
令和元年房総半島台風（台風第15号） 27
令和元年東日本台風（台風第１９号） 1339
令和２年７月豪雨（熊本県） 629
令和２年台風第１０号（宮崎県） 30

R3 福徳岡ノ場噴火に伴う漂流軽石対応 16
R4 宗谷地方北部を震源とする地震 5

北海道浦河沖を震源とする地震 2
8月3日からの大雨 2
令和6年能登半島地震 469

延べ人数
(人・日)年度 災害名

H30

R1

R2

R5
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●地方自治体等への貸与

要請内容
・最寄りの開発建設部又は道路・河川事務所へ、「被災状況」
「出動場所」「要請希望機械」等をお伝え下さい。

・機械のみの貸出を希望か、オペレーターを含めての貸出を
希望かも同時にお伝え下さい。

災害発生！

■ 要請フロー図

■北海道開発局では、災害時の緊急対応や情報通信の確保のための各種機材を全道各地に配備
しており、災害時には速やかに出動し被害の最小化を図っています。

■これら各種機材は自治体の要請に基づき貸与することが可能です。
■大規模災害時には全国の地方整備局から各種機材が集結し支援を行います

2-2災害対策用機械による支援



2-2災害対策用機械による支援
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●建設機械等の地方公共団体への貸付（令和３年度実績）

江 別 市

・ロータリ除雪車（オペ付） １台
・除雪グレーダ （オペ付） １台
・除雪ドーザ （オペ付） １台

・貸与期間：令和４年２月１２日～１９日
・排雪量 約１８，０００m3
（ダンプトラック 約１，３００台分）

当 別 町

・ロータリ除雪車（オペ無） １台

・貸与期間：令和４年２月１７日～３月１６日
・排雪量 約１６，０００m3
（ダンプトラック 約１，２００台分）

恵 庭 市

・ロータリ除雪車（オペ付） １台
・除雪グレーダ （オペ付） １台
・除雪ドーザ （オペ付） １台

・貸与期間：令和４年３月３日～３月１７日
・排雪量 約２７，０００m3
（ダンプトラック 約１，９００台分）

■令和４年２月の札幌圏を中心とした記録的な大雪により、自治体からの支援要請のもと除雪機械等を派遣

※除雪機械（業持）、ダンプトラックも派遣しているが、官貸車のみ記載



2-2災害対策用機械による支援 【災害対策用機械の紹介】

対策本部車

災害が発生した際に速やかに現地に出動
し、電話や映像の送受信を行う設備です。

不感地帯がほとんど無く、日本国内のほぼ
全域で通信確保が可能です。

防災ヘリコプター「ほっかい」

上空からの映像や音声を通信衛星に直接
送り、通信衛星から国土交通省を介して、
本局や現地本部との通信を行います。最
大搭乗人員8名で丘珠空港を基地として道
内を2時間圏内でカバーしています。

衛星通信車Ku-SAT（車載局）

Ku-SAT（可搬局）

走行しながら通信衛星の映像や音声を送受
信することができる車両です（Ku-SATは停
車状態で通信）。悪天候でヘリの飛行ができ
ない場合にも、現地を移動しながらの情報収
集が可能です。

一般回線やネットワークが使用できない災
害現場で、衛星通信による回線確保を行う
可搬型の通信設備です。映像の送受信も
可能で被災地の情報収集や関係機関への
情報提供に活用されます。

車両後部を拡幅して現地対策本部に必要な
スペースを確保できます。

各種の情報通信機器が搭載されており、場
所を問わず情報収集・連絡が可能です。

衛星通信車（Car-SAT）

小形無人ヘリは「移動操作車」とセットで派
遣し、危険区域などでの被災状況の空撮映
像を撮影し、迅速に被災調査を行います。
また、ドローンも全開建で多数保有しており、
1班3名体制で飛行調査します。

（情報・通信系）

小形無人ヘリコプター､ ドローン

13



（作業系）

照明車

夜間の災害現場における作業員の安全確
保や、被災現場の監視を行う際の照明とし
て使用します。

災害時の排水機場・水門等の非常用電源
としても使用可能です。

多目的支援車（履帯式）

分解組立型バックホウ

土砂災害などで被災現場まで機械を搬入
できない場合に、空輸による分割輸送が可
能な分解組立式の機械です。クラッブル・ブ
レーカーも交換可能で、危険箇所では遠隔
操作による作業も可能です。

土のう造成機

洪水時において、堤内にあふれた水を排除
します。 排水ポンプ、発動発電機、照明、
クレーン装置等を搭載しており、ポンプ設置
から排水作業までの作業を1台で行うことが
可能です。（排水量は30t/分、60t/分あり。）

排水ポンプ車

土砂災害や浸水対策に使用する土のうを
大量に作成することができる機械で、1時間
当り720袋の土のうを連続して供給すること
が可能です。履帯式で現場内の移動も容
易です。

ゴム履帯による駆動で、泥濘地・雪上など
の悪路走行が可能な不整地運搬車です。
立ち入りが容易でない被災地での調査や
人員の搬送・資機材輸送など、多用途に活
用できます。

2-2災害対策用機械による支援 【災害対策用機械の紹介】

簡易遠隔操縦装置(ロボQｓ）

火山災害や土砂災害など危険な箇所では、
汎用のバックホウにこの装置を装着して、
遠隔操作による災害復旧作業が可能です。
0.28m3以上のほとんどのバックホウに装
着が可能です。遠隔操作距離は150m程度。

14



15

（その他の保有機械等）

散水車（給水装置付）

通常時は道路の清掃に使用していますが、
給水装置を搭載しており、給水活動にも利
用できるほか、公共施設等の給水タンクな
どにポンプアップする機能も備えています。

道路維持用機械
路面清掃車 散水車

除雪グレーダ 除雪ドーザ

港湾業務艇

2-2災害対策用機械による支援 【その他の保有機械等】

応急組立橋

道路除雪用機械

災害等により橋梁が流出又は損傷した場合に、応急的に組立・架設して交
通機能を回復するもので、幅員7.5ｍ、最大支間長50ｍに対応できる部材を
２基保有しています。

ロータリ除雪車

平常時は港湾整備事業に伴う工事監督・検
査、測量・調査等の実施や、国有港湾施設
の劣化状況確認等の保全に関する調査等
に用いる船舶です。（道内 9隻保有）
災害発生時には港湾施設等の点検のほか、
緊急輸送活動の支援にも使用できます。



2-2災害対策用機械による支援【配備状況】

衛星通信車土のう造成機小形無人ヘリコプター 対策本部車 応急組立橋

災害対策用機械の配備状況

■北海道開発局では、地震、水害、及び火山噴火等による様々な災害から国民の生活と財産を守るために各種の災
害対策用機械を保有し、道内のみならず全国に出動出来るようにしています。

16

北海道開発局

函館開発建設部

室蘭開発建設部

道央ブロック

道南ブロック

道東ブロック

道北ブロック

釧路開発建設部

札幌開発建設部

網走開発建設部

小樽開発建設部

留萌開発建設部

稚内開発建設部

旭川開発建設部

帯広開発建設部

道央
ブロック

道南
ブロック

道東
ブロック

道北
ブロック

札幌
小樽
室蘭

函館 釧路
帯広

網走(一部)

旭川
留萌
稚内

網走(一部)

防災ヘリコプター 1 1

小型無人ヘリコプター 1 1

衛星通信車 1 1 1 1 4

衛星通信車(Car-SAT） 1 1

対策本部車 1 1 1 3

待機支援車 2 1 1 1 5

排水ポンプ車 13 2 14 9 38

ポンプ自走装置 2 1 1 4

排水ポンプ設置支援ユニット 1 1 1 3

照明車 8 2 6 5 21

土のう造成機 1 1 1 3

多目的支援車 1 1 2

分解組立型バックホウ 1 1

ﾊﾞｯｸﾎｳ簡易遠隔操縦装置 1 1 1 3

応急組立橋 2 2 4

計
                 配置ブロック
 　　　　  　 　 　開発建設部

 保有機械名

災害対策用機械の活動状況



2-3広域防災フロートの派遣

■北海道開発局では、大規模な自然災害が発生した際には、広域防災フロートを派遣し、緊急物資を被災地に輸送
します。また、被災した港湾等においては、臨時の係留施設やヘリポートとして使用するなど、移動する防災拠点
として活用していきます。

■東日本大震災では、広域防災フロートを東北地域に派遣し、自衛隊等と連携しながら灯油や軽油を被災地に輸送
したほか、相馬港において臨時係留施設として活用されました。

■ヘリポート
被災住民や支援物資輸送の
ためのヘリの離着陸に利用

■貨物室
積載可能重量800ﾄﾝ
備品、支援物資の格納場所、
避難時の乗船スペース

■上甲板：1000トン級貨物船等の接岸が可能

全長：80m
全幅：24m
高さ：4m
重さ：1,300トン
構造：鋼製（二層デッキ）

西１号ふ頭

防災フロート

広域防災フロート諸元東日本大震災では東北地方へ派遣
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①岩手・宮城内陸地震（H20）、新潟県中越地震(H16)の際、多数の天然ダム（河道閉塞）が形成され、県など
地元自治体からの要請を受け、国が支援を実施。

②天然ダム、火山噴火に伴う土石流、地滑りによる大規模な土砂災害が急迫している場合、ひとたび発生する
と広範囲に多大な被害が及ぶおそれがあり、時々刻々と状況が変化しリスクの把握に技術力が必要。

①大規模な土砂災害が急迫している状況において、市町村

が適切に住民の避難指示の判断等を行えるよう国又は都

道府県が被害の想定される区域・時期の情報を提供。

②高度な技術を要する土砂災害については国、その他の土

砂災害については都道府県の役割や関与を法律上明確化。

岩手・宮城内陸地震による天然ダム 当初想定された磐井川下流域の避難対象エリア
（天然ダム（河道閉塞）から概ね20Km）

市町村長が住民への避難を指示（災害対策基本法第６０条）等

2-4大規模土砂災害発生時の緊急調査

■平成23年5月に土砂災害防止法が改正され、大規模な土砂災害が急迫している状況においては、市町村が
適切に住民の避難指示の判断等を行えるよう、国又は都道府県が被害の想定される区域・時期の情報を提
供します。

背景

。
①天然ダムや火山噴火に伴う土石流、天然ダムの湛水（高度な技術を要する土砂災害）については国、地滑
りについては都道府県が緊急調査を実施。

②緊急調査に基づき被害の想定される区域・時期の情報（土砂災害緊急情報）を市町村へ通知・一般へ周知。

土砂災害防止法の改正内容（平成23年5月施行）

法改正の目的

18
参考：天然ダム等の緊急調査（国土交通省HP）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/kinkyuchousa.html



2-4大規模土砂災害発生時の緊急調査 【平成23年新燃岳噴火での事例】

・平成23年1月27日、霧島山（新燃岳）の噴火活動が活発化。その後も活発な活動が継続し、周辺の流域に
降灰等が堆積。

・降灰等の堆積状況を調査するため、ヘリコプターによる上空からの調査及び地上からの調査を実施。
・調査により降灰分布と降灰層厚を把握すると共に、土石流のおそれのある渓流において土石流氾濫シミ
ュレーションを実施。

19



2-4大規模土砂災害発生時の緊急調査【平成23年台風12号災害での事例】

９月 ６日 奈良県熊野川（十津川）流域(３箇所)・和歌山県日置川流域(１箇所)において、緊急調査に着手
９月 ８日 土石流等による被害が想定される土地の区域、及び避難のための参考となる重大な土砂災害が想定される時期に

関する土砂災害緊急情報を、関係県・市町村に通知し、警戒避難対応を支援。
９月１２日 ９月６日に緊急調査を実施した４箇所において、最新の測量情報を用いて精度向上をはかり、再度、土砂災害緊

急情報を通知。(ヘリコプターからのレーザー距離計 → 航空写真撮影【国土地理院】)
９月１３日 調査により、奈良県熊野川（十津川）流域において、緊急調査の要件に該当する箇所が、新たに１箇所確認され

たため、緊急調査を実施
９月１５日 奈良県熊野川(十津川)流域において新たに確認された河道閉塞箇所について、土砂災害緊急情報を通知。

緊急調査等の実施状況

河道閉塞の発生

河道閉塞の高さ等形状の計測

河道閉塞の湛水位の常時観測 土砂災害緊急情報の通知

河道閉塞箇所下流の監視

衛星通信車の監視カメラによる観測

投下型水位観測ブイの設置
土石流等による被害が想定さ
れる土地の区域

重大な土砂災害が想定される
時期

河道閉塞の確認場所
重大な土砂災害が
想定される時期

奈良県五條市大塔町赤谷
夕立程度の降雨量が
あったとき

（参考）

避難について
河道閉塞高さまで満
水になるまでの推定累

積雨量

避難が必要であると考えられ
ます。

約30mm

五條市大塔町赤谷箇所【1/4】

上空からのレーザー測距計による計測

奈良県五條市大塔町赤谷箇所

五條市大塔町赤谷箇所

凡 例

土石流による被害が想定される
土地の区域

湛水による被害が想定される
区域

各図面の配置

氾濫想定区域は、下図の通り、複数図面に分割
して表示している。

１／４

２／４

３／４

４／４

※ 土砂災害緊急情報の発信は、奈良県熊野川（十津川）流域に12回、和歌山県日置川流域に7回、
越流確認等の随時情報は同26回、15回にのぼった。

深層崩壊 天然ダム
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リエゾンの派遣

稚内開発建設部から
宗谷総合振興局へ ２２人・日（8/24,26～9/1）
礼文町へ ２３人・日（8/25～9/1）

2-4大規模土砂災害発生時の緊急調査【平成26年記録的大雨災害での事例】

TEC-FORCEの派遣
8/25に被災状況調査班（砂防班）２班９名を派遣
要請のあった礼文町の被災箇所を実地調査し、
応急対策・復旧方法等を提案

防災ヘリ「ほっかい」による調査

8/25に（独）寒地土木研究所１名、北海道庁職員
１名、開発局TEC-FORCE１班２名が上空から礼
文町、稚内市の被災状況を把握。
礼文町、稚内市、北海道等に映像を提供。

港湾業務艇「りんどう」による輸送支援

香深港〜礼文西漁

港（元地地区）間に
おいて人・物資を
輸送（ 8/26～9/1）

稼働実績
・運航： ２５回
・乗船者数：１５８人

船泊地区被災状況

Ku-SATⅡによる現地映像共有
道道の被災、
応急復旧状況の
映像を防災情報
共有システムに
より北海道と情
報共有
（ 8/30～9/1）

宗谷総合振興局との打合せ

礼文町災害対策本部会議に出席

Ku-SATⅡによる映像配信 孤立集落住民等の輸送

○災害関連情報の共有や支援等の調整を図るため、礼文町および宗谷総合振興局にリエゾン（現地情報連絡
員）を派遣。
○防災ヘリコプター「ほっかい」によって、礼文町および稚内市の現地被災状況を上空から調査。
また、礼文町からの要請によりTEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）を派遣し、現地被災状況を調査。応急対
策・復旧方法について提案
○道道被災による元地地区集落孤立を受け、港湾業務艇「りんどう」を礼文町に派遣し、人・物資搬送を支援。
また、Ku-SATⅡ（衛星小型画像伝送システム）を設置し、被災した道道の応急復旧状況の映像を共有。
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リエゾンの派遣

道庁、７（総合）振興局、４４市町村に派遣
・延べ４０６人・日（8/17～9/11）

2-4大規模土砂災害発生時の緊急調査【平成28年8月豪雨災害での事例】

TEC-FORCEの派遣
広域的な被災に対応するため、北海度において

は、初めて道外の地方整備局から隊員の派遣を
受け、被災状況調査等を実施。

防災ヘリによる上空からの調査

北海道開発局「ほっかい」と近畿地方整備局から

応援配備された「きんき号」の２機体制で被災箇所
の調査を実施。防災情報共有システムでの配信よ
り、自治体とも情報共有を図った。

Ku-SATⅡによる現地映像共有
羅臼町内の

道道被災、
応急復旧状況
の映像を配信。

北海道と町に
情報共有
（8/25～26）

○災害関連情報の共有や支援等の調整を図るため市町村、北海道庁及び（総合）振興局にリエゾン（現地情報連絡員）
を派遣。

○防災ヘリコプター「ほっかい」によって、空知川流域などの現地被災状況を上空から調査。
○被災した各市町村からの要請により、TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）を派遣し、現地被災状況を調査。応急対
策・復旧方法について提案するとともに、早期の被害状況把握により、激甚災害指定に寄与。

○浸水被害を受けた各地に排水ポンプ車、照明車を派遣し、夜間を通じた排水作業により、早期の浸水解消に努めた。
また、Ku-SATⅡ（衛星小型画像伝送システム）を設置し、被災した道道の応急復旧状況の映像を共有。
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TEC-FORCE総合司令部（北海道開発局本局）
関東・中国・四国地方整備局の隊員と共に対応

排水ポンプ車による排水作業
帯広市明星橋（四国地整班）

北見市常呂での内水排除

上川総合振興局で情報提供・収集

南富良野町 トマム川

Ku-SATⅡによる映像送信

清水町 旭山橋 小林川

南富良野町浸水状況 北見市常呂川浸水状況



2-5北海道道路啓開計画

〇 災害対策基本法に基づく防災基本計画では、道路管理者の実施事項として『道路啓開の計画立案』を明記。
〇 北海道開発局が事務局を務める北海道道路啓開計画検討協議会は、被災地内（浸水域内）の活動拠点までの道路啓開の役割分

担や作業内容等を定めた北海道道路啓開計画（初版）を令和２年３月に公表。
〇 新たな津波浸水想定の公表（令和３年７月 北海道）等を踏まえた北海道道路啓開計画（第２版）を令和４年１２月に策定。

本計画では、「具体の運用に向けて今後実施すべき事項」として、各地域において、関係機関が連携して道路啓開作業を実施で
きるように、『地域版道路啓開計画の作成』を記載。

● 釧路・根室地域道路啓開計画（初版） 令和５年１月２３日策定
● 胆振・日高地域道路啓開計画（初版） 令和５年３月３１日策定
● 十勝地方道路啓開計画（初版） 令和５年３月３１日策定

策定の背景と目的

北海道道路啓開計画検討協議会

構成機関 北海道開発局、北海道、東日本高速道路（株）北海道支社、札幌市
陸上自衛隊（※）、北海道警察本部（※）、全国消防長会北海道支部（※）（一社）北海道建設業協会（※）

（※）は、オブザーバー

対象とする災害

■ 計画対象地域
北海道沿岸を３つの地域分け
「太平洋側地域」
「日本海側地域」
「オホーツク海側地域」

■ 対象災害
北海道内で想定される災害の
うち、道路啓開が特に必要に
なると想定される「津波」と
「地震」を対象

道路啓開の実施

■ 路上に堆積されたガレキ、放置車両等を撤去、簡易な段差
補修等により緊急通行車両通行のため早期啓開幅３．０ｍ
程度（１車線）を確保する。
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・人命救助で生存率が大きく変化する時間は３日間とされており、一般的に７２時間の壁と言われている。
・「７２時間の壁」を意識しつつ、２４時間、４８時間、７２時間を道路啓開目標時間として、非被災地から被災地内に道路啓開
部隊を投入し、緊急啓開ルートの道路啓開を完了することを目標とする。

２-５北海道道路啓開計画

■ 道路被害事象に応じて、主に以下の道路啓開作業を実施する。

④ 橋梁被害箇所（落橋、重大な損傷）の対応 ⑤ 放置車両の移動 等

道路啓開の作業内容

① ガレキの除去 ② 嵩上げ盛土による長期浸水対応 ③ 橋梁段差の解消

啓開拠点・緊急啓開ルートの設定

■ 道路啓開の目標

24



・啓開拠点とは、応援部隊の基地、物資・資機材の集積場所などの防災拠点。
・求められる機能に応じて、広域進出拠点、進出拠点、活動中継拠点、活動拠点の４つに分類。

2-5北海道道路啓開計画

■ 啓開拠点の定義

拠点名 各拠点の定義 各拠点の機能 空間の使われ方 主な設定拠点 浸水

広域
進出
拠点

災害発生直後、直ちに広域応援部隊
が被災地方面に向かって移動する際
の目標となる防災拠点

■司令塔・本部機能
■道内外からの広域応援部隊の
　一次参集・ベースキャンプ機能

【道外との接続】
・空港、港湾
【道内での接続】
・圏域の中心都市の
　市町村役場

浸
水
域
外

進出
拠点 広域移動ルートから被災地（活動拠

点）に向けたアクセスルートとを接
続する防災拠点

■広域応援部隊の一次参集機能
■広域進出拠点と連携した物資中
　継機能

浸
水
域
外

活動
中継
拠点

活動拠点へアクセスする際に被災地
に最も近い拠点となる防災拠点

■市町村を超えた広域行政圏等に
　おける道路啓開活動の展開機能

・被災地に向かう各部隊の
　指揮、宿営、駐車、給油
・物資・資機材の集積

浸
水
域
外

活動
拠点 被災地内（浸水域内）の啓開の拠点

となる防災拠点

■市町村ごとの道路啓開活動の実
　行機能

・各部隊の指揮、宿営、駐
　車、給油
・物資・資機材の集積

・市町村役場
・開発局事務所、
　振興局出張所
・道の駅、防災ST等

浸
水
域
内

・広域応援部隊の車両の
　駐車・給油
・隊員の参集
・物資・資機材の集積

・市町村役場
・IC、SA・PA
・開発局事務所、
　振興局出張所
・道の駅、防災ST等

広域支援一次集結点

広域移動後の集結点

浸水域外直近の集結点

浸水域内の最前線拠点

・緊急啓開ルートとは、広域進出拠点間と各市町村の活動拠点を結ぶルート
・ルートの特性に応じて、広域移動ルート、アクセスルート、被災地内ルートの３つに分類。

■ 緊急啓開ルートの定義

ルート名 各ルートの定義 対象道路種別
被災
可能性

啓開
目標時間

広域移動
ルート

・広域進出拠点および進出拠点間を結ぶ、各部隊等の広域的
な移動のためのルート

・高速道路、国道、
道道、市町村道

低 24時間

アクセス
ルート

・進出拠点と被災地内ルートを接続するルート
・ルート上に活動中継拠点を設定可能なルート（アクセスル
ート上に活動中継拠点を設定できない場合は枝道となる拠
点接続ルートを設定）

・高速道路、国道、
道道、市町村道

低 48時間

被災地内
ルート

・甚大な地震・津波被害が想定される地域内のルート
・国道、道道、

市町村道
高 72時間 25



2-6特定緊急水防活動

■東日本大震災を踏まえ、洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生し、水防上緊急を要する
時には、国土交通大臣が水防活動を行うことができるように水防法で定められています。

・災害発生後の被害拡大防止対策は、水防管理者が実施することとされているが、東日本大震災にお
ける広域にわたる氾濫水の排除等は、高度な機械力や専門的知識が必要であるため市町村等では対
応が困難。

・大河川の堤防決壊による洪水氾濫が発生した場合に必要となる氾濫流制御などの水防活動につい
ても、関係者が広範にわたることに加え、高度な機械力や専門知識が必要となることから市町村等で
は対応が困難。

国土交通大臣が特定緊急水防活動を実施する必要性

。

※特定緊急水防活動で想定している具体的活動
・災害の発生に伴い浸入した水の排除
・決壊箇所の締切等災害の被害拡大防止のための処置
・災害の被害拡大防止のために必要な通信の確保
・災害の被害拡大防止のために必要な監視・観測

国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による
著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を
要すると認めるときは、次に掲げる水防活動を行うことが
できる。
一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除
二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要
する水防活動として政令で定めるもの
（水防法第32条）

水防法の改正内容 平成23年12月施行

特定緊急水防活動を想定した排水訓練
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2-7雪害・暴風雪を踏まえた取組
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2-7雪害・暴風雪を踏まえた取組
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2-7雪害・暴風雪を踏まえた取組
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2-7雪害・暴風雪を踏まえた取組

30



2-7雪害・暴風雪を踏まえた取組
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2-7雪害・暴風雪を踏まえた取組
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2-7雪害・暴風雪を踏まえた取組
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2-7雪害・暴風雪を踏まえた取組
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2-7雪害・暴風雪を踏まえた取組
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災害時に広域的な救援・救護活動や緊
急物資搬送を確実に実施するため、港湾、
空港、橋梁等の地震対策を推進します。

地震・津波対策
集中豪雨の増加などの災害リスク増大に

対し、千歳川流域の治水対策、平取ダムの
整備など総合的な治水対策を進めます。

千歳川流域の治水対策
（千歳川遊水地群（R2年度
供用開始）、堤防整備等）

風水害対策

耐震強化岸壁での防災訓練
【釧路港】

空港の液状化対策
【新千歳空港】

多数存在する活火山による災害に備え、
泥流対策等を推進します。

砂防堰堤等の整備
【樽前山 覚生川】

昭和63年十勝岳噴火

火山災害対策農地等の防災対策

災害対応、復旧活動の拠点となる施設
等の耐震化を進めます。

空港施設の耐震補強
【函館空港】

庁舎耐震改修
（イメージ）

拠点施設等の耐震化

○ 東日本大震災の教訓を踏まえ、安全で安心に暮らせる国土づくりを進めます。総合的な治水対策や安全で信頼性
の高い道路ネットワークの構築、港湾、空港施設の耐震化、積雪寒冷地特有の災害への対応など災害に強い社会資
本整備を推進します。

道路ネットワークの確保
大規模災害に備えるとともに、被災時に
おける救急救命活動や復旧支援活動を支
えるため、耐震・防災・雪害対策等を推進
します。

防雪柵の整備

農作物及び農地への災害を未然に防止
するため、機能低下した基幹施設の改修
を推進します。

頭首工の整備
【空知川頭首工】

洪水流下機能の回復

平取ダムの整備
【沙流川水系額平川】

樽前山

覚生川３号遊砂地
（整備済み）

3－1根幹的な社会資本整備（直轄事業）
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3-2ハザードマップ整備の支援 【ハザードマップポータルサイト】

【わがまちハザードマップ】

全国の市町村が作成したハザードマップを地図や災害種別から簡単に
検索することができます。

○災害から命を守るためには、身のまわりにどんな災害が起きる危険性があるのか、どこへ避難すればよいのか、事
前に備えておくことが重要です。
○国土交通省では、防災に役立つ様々なリスク情報や全国の市町村が作成したハザードマップを、より便利により簡
単に活用できるようにするため、ハザードマップポータルサイトを公開中です。

【重ねるハザードマップ】

防災に役立つ災害リスク情報などを地図や写真に自由に重ねて表
示することができます。

ハザードマップポータル
サイトのパンフレット
http://disaportal.gsi.g
o.jp/hazardmap/pam
phlet/pamphlet.pdf

ハザードマップポータル
サイトの紹介
https://disaportal.gsi.
go.jp/hazardmap/pa
mphlet/kouhou.pdf
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3-2ハザードマップ整備の支援

洪水浸水想定区域図の作成

平成27年の水防法改正を踏まえ、これまでの洪水浸水想定区域を見直し、公表し
ました。今回、洪水浸水想定区域等を公表した水系は、北海道内の13水系60河川
において、想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫想定
区域を公表しました。
また、令和元年東日本台風等を踏まえ令和３年に洪水予報河川又は水位周知河川
に加え、それ以外の一級河川及び二級河川（洪水による災害の発生を警戒すべき
ものとして国土交通省令で定める基準に該当する河川（住宅等の防護対象のある
河川））について、洪水浸水想定区域の指定対象に拡大しました。
これらの情報により、市町村長による避難指示等の適切な発令や住民等の主体的
な避難の取り組みが進むことが期待されます。

■様々な洪水ハザードマップの先進的取組の事例を有しており、氾濫シミュレーション結果の提供のほか、洪水ハ
ザードマップの作成や改訂にあたっての技術的支援を実施しています。
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石狩川水系豊平川 洪水浸水想定区域図(想定最大規模)

札幌市洪水ハザードマップ（令和５年７月改訂）

洪水ハザードマップには、河川が氾濫した際に想定される最大の浸水区域とその深さを表し
た地図と、各種情報等の入手方法、避難の目安や行動のフローなどの情報を掲載しています。
また、令和3年度の水防法改正に伴って、北海道により新たに指定・公表された洪水浸水想定
区域を浸水ハザードマップの洪水避難地図に反映しました。

避難情報等について



3-2ハザードマップ整備の支援 【まるごとまちごとハザードマップ】

②想定浸水深＋避難場所標識

①避難場所標識

設置する標識について

①避難場所標識
災害時に避難をする場所に
設置をします。
（設置は市町村）

②想定浸水深＋避難場所誘導標識
洪水ハザードマップ上の想定さ
れる浸水深とその地区の避難場
所を表示する標識を設置します。
（国直轄管理区間への設置は各
開発建設部）

※最寄りの開発建設部へご相談
ください。

設置の例(留萌市）

■ 自らが生活する地域の洪水の危険性を実感できるよう、“まちなか“に浸水深や避難場所などの水災害に関わる
情報を表示する標識を設置します。

■ 洪水ハザードマップの更なる普及浸透及び危機意識醸成と洪水時避難所等の認知度の向上を図ります。
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まるごとまちごとハザードマップ
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/maru
machi/



3-3水害リスクマップ及び多段階の浸水想定区域図

従来、想定最大規模降雨の洪水で想定される浸水深を表示した水害ハザードマップを提供し、洪水時の円滑かつ
迅速な避難確保等を促進してきました。
今後は、これに加えて、浸水範囲と浸水頻度の関係をわかりやすく図示した「水害リスクマップ（浸水頻度図）」を
新たに整備し、水害リスク情報の充実を図り、防災・減災のための土地利用等を促進していきます。
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水害リスクマップ及び多段階の浸水想定図
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_pro/risk_map.html



3-4自治体と連携した防災訓練の実施

■北海道開発局では、多様な災害に備え、地域と連携して防災力を高めていくため、自治体と連携した訓練にも取
り組んでいます。

■北海道開発局で定期的に実施する防災訓練は公開しております。自治体で防災訓練を実施するにあたり、事前
の参考として、見学が可能ですので、ご相談ください。

●防災訓練のまでの流れ ●北海道開発局で実施している防災訓練例

地方自治体等

各開発建設部
地域支援の相談窓口

①訓練の要請、問合せ

③訓練の実施

②開発建設部で内部調整

・各開発建設部の相談窓口に実施したい訓練
内容を、お気軽に相談ください。

・開発建設部内部で、調整の上、実施時期と
内容を依頼者と調整致します。

■総合訓練

・地震、津波、広域支援、危機管理演習、雪害対応、火山噴火危機
管理演習 等

■個別訓練（関係機関連携訓練）

・洪水対応演習、地震防災訓練、ダム管理演習、土石流発生時演
習、火山噴火災害演習、水防公開演習、水防工法現地訓練、海上
防災訓練、通信訓練、救急内水排水訓練、油流出事故対策訓練、
災害時孤立集落救援対応訓練、豪雨対応訓練、ハザードマップを
活用した防災訓練、トンネル防災訓練 等

■非常事態対応訓練
・災害広報訓練、非常参集訓練、通信訓練、電気保安訓練 等

■操作技術訓練

・画像伝送訓練、情報伝達訓練、災害対策用機械操作訓練、農業
水利施設防災訓練、土砂災害対応訓練、港湾工事防災訓練、冬季
防災訓練、災害対策用ヘリコプター画像伝送訓練、樋門遠隔操作
訓練、小型衛星通信装置操作訓練、排水機場操作訓練、災害規模
調査訓練 等
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3-4自治体と連携した防災訓練の実施 【訓練の例】

■災害時に被害を最小限に留めるためには、国、道、
市町村をはじめとし、防災関係機関の円滑な連携が
重要となります。
そのために、各機関が有する災害対応のリソース、
初動対応などについて、日頃より相互理解を進める
ため、自治体・関係機関と相互に訓練参加を実施し
ています。

北海道開発局総合防災訓練 河川洪水・土砂災害対応図上訓練（帯広開建）

■開発局職員及び防災関係機関（自治体・消防等）
を対象に、防災意識の向上・関係機関との連携強
化を目的として、大規模な洪水・土砂災害発生時に
おける対応についてハザードマップ等を活用し、危
険箇所や避難箇所の確認、関係機関との連携時に
おける課題抽出などの図上訓練を実施しました。
〔参加機関：帯広開発建設部、防災関係機関（各自
治体・陸上自衛隊・消防等）〕

●総合訓練の例 ●個別訓練の例
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3-5防災訓練（令和５年度 北海道開発局総合防災訓練 概要）

43

訓練項目
①災害対策用ヘリコプター緊急発進・映像配信訓練
②移動型衛星通信設備Car-SAT映像配信訓練
③防災情報共有システム映像配信訓練
④無人航空機ドローン映像配信訓練
⑤職員安否報告訓練
⑥30分ルール報告・DiMAPS報告訓練
⑦災害対策本部運営訓練（テレビ会議）
⑧リエゾン派遣・アプリ登録訓練

1.目 的 日本海溝沿い巨大地震・津波を想定し、『日本海溝・千島海溝沿い超巨大地震 災害初動対応マニュアル』（以
下、初動対応マニュアルという。）等に基づき、本局や開発建設部、防災関係機関と連携し、防災ICTを活用した実践的な
訓練を実施することにより、防災力の向上を図る。

2.訓練のポイント
①防災ICTの活用による実践的な対応を検証
②職員派遣体制(リエゾン派遣)の検証
③防災関係機関との情報共有体制の検証

3.実施日時
・令和5年11月15日(水) 9:00-12:00

4.参加機関
・本局、開発建設部（全10開建）
・防災情報共有システム加盟機関
（137市町村ほか）

５.主要会場
・北海道開発局 災害対策室

６.想定災害
日本海溝沿い巨大地震・津波
【震源】
青森県東方沖
【発災日時】
訓練日9:00（平日、勤務時間内）
【震度】
道内最大震度6弱（函館市）
【津波】
大津波警報（太平洋沿岸）
最大津波高さ 23ｍ（えりも町）
浸水面積 101.7k㎡(苫小牧市）

1

3

2

4

5
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3-5防災訓練（令和５年度 北海道開発局総合防災訓練 概要）

44

訓練実施状況

44

①災害対策用ヘリコプター緊急発進・映像配信訓練

②移動型衛星通信設備Car-SAT映像配信訓練

③防災情報共有システム映像配信訓練

④無人航空機ドローン映像配信訓練



3-6地域防災力向上のための支援

■北海道開発局では、地方自治体等がより効果的に地域防災力を向上させるために、様々な支援をしております。
■地域の防災力を高めてもらうために、開発局で行っている防災訓練の見学受け入れを行うとともに、地域防災を
担う人材養成育成の支援、地域住民の防災意識向上のための講習会の実施、及び防災意識向上のためのグッ
ズの貸与などを行っています。

●支援メニュー

RP方式の防災訓練の見学、ＤＩＧ方式の防災訓練
の参加など防災訓練を通じて、防災訓練ノウハウ
を提供します。
今後、合同で防災訓練を実施しようというお考え
がある場合、一度北海道開発局がどのような防
災訓練を行っているか、見学で確認頂けます。

町内会、自主防災組織、NPO等の様々な組織レ
ベルによる共助の仕組みを構築するお手伝いを
します。
図上訓練を実施するための、地域の世話役（ファ
シリテーター）の養成や、水防団員の水防技術の
向上のための実技演習などを支援します。

地域の防災に関する情報とともに職員が持つ知
見を交えて説明・紹介する多種多様な出前講座を
開設しています。
出前講座（講習会）の内容に
ついては、ご要望により対応
致しますので、お気軽に
ご相談ください。

地域住民等の防災意識向上のための取組を支援
するために、北海道開発局で所有している、東日
本大震災に関連するパネル、モニュメント、画像Ｄ
ＶＤ等をお貸しします。
勉強会等をご検討されている場合は、災害に関
連する教育用のビデオ等が多数ありますので、ご
相談ください。

① 北海道開発局が実施する防災訓練への見学等 ③ 防災意識向上のための学習会等の実施

② 地域防災を担う人材育成の支援 ④ 防災意識向上のための防災グッズの貸与

45



3-6地域防災力向上のための支援 【人材育成の例】

水防技術講習会の実施内容

月の輪工法実施状況 水防一般の講義実施状況

①水防工法の実技演習

・縄結び

・土のう製作、水防工法等の実習

②その他（例）

・水防法や河川情報等の説明

・近年の気象状況等

講習対象者：①心身ともに健全な者で水防のリーダーとしてふさわしい団員で水防管理団体の長が推薦するもの
②北海道開発局・北海道・市長村の水防担当職員で所属長の推薦するもの

■出水時における水防活動が円滑に実施されるよう、水防団員の水防技術の向上及び伝承を図るため、特
に技術面に主眼をおいた講習会を実施し、水防の技術的な指導者育成のお手伝いをします。

46



3-6地域防災力向上のための支援 【学習会等の実施】

47
参考：防災教育ポータル（国土交通省HP）
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html

木野東小学校での防災学習及び避難訓練
（令和４年１０月５、７、１７日）

木野東小学校の４年生を対象に防災教育を実
施し、「水災害からの避難訓練ガイドブッ
ク」を活用して、帯広開発建設部の職員によ
るポイント説明や、実際に避難所までの経路
を確認する避難訓練を実施し、併せて北海道
防災マスターよりＨ２８出水の説明等を行い
ました。（出前講座）

留萌川（潮静小学校）における防災教育
（令和４年９月５日）

潮静小学校５年生を対象に防災教育を実施し、
洪水の映像による災害の振返りや、留萌市の防
災ガイドマップによる浸水範囲や避難場所を確
認しました。また、留萌川を上空から撮影した
ＶＲ映像の体験やマイタイムラインの作成・発
表などによる防災教育を行いました。
（出前講座）

↑マイタイムライン↑
作成の様子

← 上空からの見た
留萌川をVR映像で体験

↑ 防災学習の様子 ↑  

北海道防災マスターによる →
H28出水の説明



3-6地域防災力向上のための支援 【防災グッズの貸与】

■北海道開発局では、市町村が実施する地域住民等への防災意識向上のための取組を支援するため、北海道開発局
が所有する啓発用のパネル、映像DVD等を貸し出します。

●グッズの貸与を希望する場合

地方自治体等

各開発建設部
地域支援の相談窓口

①貸与の要請、問合せ

②貸与の連携

• グッズの貸与を希望する場合は、各開発建設部の相談窓口にお気軽に相談ください。
• グッズ等の貸入、返却についても、お気軽に相談ください。
• 借用中のグッズの管理については借用者が責任を持って行ってください。 48

開発建設部 名称 電話

札幌開発建設部 地域支援相談窓口 011-611-0281（直通）

函館開発建設部 地域支援相談窓口 0138-42-7740（直通）

小樽開発建設部 地域支援相談窓口 0134-23-8035（直通）

旭川開発建設部 地域づくりに関する相談窓口 0166-32-3079（直通）

室蘭開発建設部 地域活力相談窓口 0143-25-7053（直通）

釧路開発建設部 地域支援相談窓口 0154-24-7395（直通）

帯広開発建設部 地域支援相談窓口 0155-24-3195（直通）

網走開発建設部 地域支援相談窓口 0152-44-6851（直通）

留萌開発建設部 地域支援相談窓口 0164-42-2395（直通）

稚内開発建設部 地域支援相談窓口 0162-33-1185（直通）

【相談窓口】



3-7防災・安全交付金 【概要】

防災・減災、安全を実現するメニューに特化して集中的に支援

■社会資本整備総合交付金と同様に、関係事務を一本化・統一化
■計画に位置付けられた事業の範囲内で、地方公共団体が国費を自由に充当可能
■防災・減災、安全に資する基幹事業の効果を一層高める事業についても、創意工夫を生かして実施可能

整備計画に掲げる
政策目標の達成

（成果指標で事後評価）

基 幹 事 業 ○計画の目標実現のため基幹事業一体と

なって、基幹事業の効果を一層高めるため
に必要な事業・事務

○全体事業費の２割目途

住宅・社会資本の整備

効果促進事業

住宅・社会資本の整備 効果促進事業

○道路 ○港湾 ○河川 ○砂防 ○下水道 ○海岸
○都市公園 ○市街地 ○住宅 ○住環境整備 等

49

社会資本整備総合交付金等について
https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_000213.html

・生活空間の安全確保
例）自転車通行空間の整備



3-7防災・安全交付金 【地域における総合的な老朽化対策】

50

防災・安全交付金を活用し、老朽化した社会資本等の総点検、それを踏まえた緊急対策、長寿
命化等戦略的維持管理・更新の実施を総合的に支援。

◆下水道の老朽化対策等

更生工法
による対策

道路陥没

◆港湾施設の老朽化対策

係留施設の
補修

高規格幹線道路

直轄国道

自治体管理道路

橋梁長寿命化計画に

基づく補修対象橋梁

○○JCT
○○IC○○IC

○○JCT

下水道の長寿命化計画
の策定と、それに基づく
老朽化対策等（基幹事

業）

公営住宅等の改修に
よる長寿命化等（基幹

事業）

係留施設の補修等の実
施（基幹事業）

橋梁の長寿命化計画に
基づく修繕・更新対象橋梁



3-7防災・安全交付金 【地域における総合的な事前防災・減災対策】

51

防災・安全交付金を活用し、地震・津波や頻発する風水害・土砂災害に対する事前防災・減
災対策を支援。



3-7防災・安全交付金 【地域における総合的な事前防災・減災対策】
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3-7防災・安全交付金【地域における総合的な生活空間の安全確保】

53

老朽建築物の除却や延焼防止性能の高い建築物への建替え

≪地震時等に著しく危険な密集市街地に関する対策≫

延焼を抑制し避難路となる道路や避難場所となる公園・広場等の整備

≪子供の移動経路等の生活空間における交通安全対策≫

法面法枠工重要物流道路の代替路や補完路の道路整備

⇒ビッグデータを活用した生活道路対
策に対して特に重点的に配分

○通学路交通安全プログラムに基づ
く交通安全対策

○未就学児が日常的に集団で移動す
る経路における交通安全対策

○鉄道との結節点における歩行空間
のユニバーサルデザイン化

⇒ナショナルサイクルルートにおける自
転車通行空間整備に対して特に重点的
に配分

○地方版自転車活用推進計画に基づ
く自転車通行空間整備

自転車通行空間の整備

≪国土強靱化地域計画に基づく事業（防災・減災）≫

雪崩防止柵

防災・安全交付金を活用し、地震時等に著しく危険な密集市街地に関する対策や通学路等の生活
空間における交通安全対策等の実施を支援。

○重要物流道路の脆弱区間の代替路や災害時拠点(備蓄基地・総合病院等)
への補完路として、国土交通大臣が指定した道路の整備事業

○災害時にも地域の輸送等を支える道路の整備や防災・減災に資する事
業のうち、早期の効果発現が見込める事業
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津波防災地域づくりパンフレット（１／２）
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001475754.pdf
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津波防災地域づくりパンフレット（２／２）
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001475755.pdf
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津波防災地域づくりパンフレット（２／２）
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/content/001475755.pdf


